
平成２０年第３回竜王町議会定例会（第１号） 

平成２０年９月５日 

午前１１時００分開会 

於 議 場 

１ 議 事 日 程（１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定   

日程第 ３ 議第４８号 竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例および竜

王町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４９号 竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例等の

一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第５０号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第５１号 平成２０年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議第５２号 平成２０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議第５３号 平成２０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第５４号 平成２０年度竜王町老人保健医療事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１０ 議第５５号 平成２０年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議第５６号 平成２０年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議第５７号 平成２０年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議第５８号 平成１９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第５９号 平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議第６０号 平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について 

日程第１６ 議第６１号 平成１９年度竜王町老人保健医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第１７ 議第６２号 平成１９年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第１８ 議第６３号 平成１９年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定
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について 

日程第１９ 議第６４号 平成１９年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第２０ 議第６５号 平成１９年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第２１ 報第 ４号 平成１９年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２２ 報第 ５号 平成１９年度竜王町資金不足比率について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

１番  岡 山 富 男 ２番 大 橋  弘 

 ３番  村 田 通 男 ４番 山 田 義 明 

 ５番  山 添 勝 之 ６番 圖 司 重 夫 

 ７番  貴 多 正 幸 ８番 蔵 口 嘉 寿 男 

 ９番  菱 田 三 男 １０番 小 森 重 剛 

 １１番  若 井 敏 子 １２番 寺 島 健 一 

３  会議に欠席した議員 

 な   し 

４ 会議録署名議員 

 ４番  山 田 義 明  ５番  山 添 勝 之 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長  竹 山 秀 雄  代 表 監 査 委 員  小 林 德 男

副 町 長  青 木  進  教 育 長  岩 井 實 成

会 計 管 理 者  布 施 九 藏  総 務 政 策 主 監  小 西 久 次

住 民 福 祉 主 監  北 川 治 郎  
産業建設主監兼農
業委員会事務局長

 川 部 治 夫

総 務 課 長  赤 佐 九 彦  生 活 安 全 課 長  福 山 忠 雄

住 民 税 務 課 長  山 添 登 代 一  福 祉 課 長  松 瀬 徳 之 助

建 設 水 道 課 長  田 中 秀 樹  教 育 次 長  松 浦 つ や 子

学 務 課 長  木 村 公 信  生 涯 学 習 課 長  竹 内  健

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長  村 井 耕 一  書 記  古 株 三 容 子
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開会 午前１１時００分 

○議長（寺島健一） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの出席議員数は、１２人であります。よって、定足数に達しています

ので、これより平成２０年第３回竜王町議会定例会を開会いたします。 

 会議に入ります前に、町長より発言の申し出がございますので、これを認める

ことにいたします。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 皆さん、こんにちは。開会にあたり一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

平成２０年第３回竜王町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には

大変ご繁忙の中ご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

この夏は例年にないほどの暑さが続きましたが、８月末より集中豪雨が繰り返

し起こってくる不順な気候状態になっています。かような時ではございますが、

議員の皆さま方におかれましては、お変わりなくご健勝にて日々議会活動にご専

念いただき、町政万般にわたり格段のご指導とご鞭撻を賜っておりますことに、

衷心より厚く御礼を申し上げます。 

さて、私が町長に就任させて頂きましてより約２ヶ月半、議会議員の皆さま方

をはじめ各関係者皆さまの深いご理解とご協力のもとで、山口前町長の流れを引

き継ぎながら、未来に羽ばたく夢とやすらぎのあるまちづくりに向って歩みだし

たところでございます。これも地域住民の皆さん方のご理解とご支援、さらには

議員各位のご指導があってのことであり、重ねて厚く御礼を申し上げる次第でご

ざいます。 

このところ、世情は混迷度を増して来ました。原油高騰から波及して諸物価の

値上がりで、家計にも大きな影響が出始めています。また、経済の動向もはっき

りと下降方向になっており、先の読めない不透明な状態に入ってまいりました。

このたびの景気下降要因として、鉱物資源の高騰や米国経済の低迷および中国市

場の変動という日本をとりまく状況が根深いものであることから、長期に及ぶこ

とが懸念されます。 

国政レベルで対応していただかねばならない課題が山積みする中で、福田首相

の辞任という事態にいたりました。今や自治体は、自分たちのことは自分たちで

守ることの重要性を再認識いたさねばならないと考えています。私といたしまし

ては、初めての定例議会でもございます。これからの竜王町のまちづくりにおい

て、国の動き、日本経済の動向をしっかり見定め、竜王町住民の皆さんにやすら
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ぎのあるまちとして実感していただけるように、一歩一歩確実に進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

私は、町の隅々にまで目を届かせ、忘れられた存在がないようにと訴えてまい

りました。社会的弱者の方にしわ寄せが行くようなことがあってはならないもの

です。皆さんの意見を拝聴し、話し合いの場を持ち、知恵を結集して、竜王町と

してできるところから取り組みたいと考えております。当面する課題、また短

期・中長期に及ぶ諸問題に対し全力を傾注する覚悟でございますので、さらなる

ご指導とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げる次第でございます。 

なお、本定例会に提案させていただく案件は、条例改正３件、平成２０年度一

般会計補正予算および平成２０年度特別会計補正予算で７件、平成１９年度一般

会計歳入歳出決算認定および平成１９年度特別会計歳入歳出決算認定で８件、計

１８件の議案および平成１９年度竜王町健全化判断比率および資金不足比率と

して２件の報告を提出させていただきますので、慎重審議をいただき、お認めを

賜りますようお願い申し上げ、開会にあたりましてのごあいさつといたします。 

○議長（寺島健一） これより本日の会議を開きます。 

 皆さんのお手元に、議会諸般報告書ならびに竜王町議会会議規則第１１９条の

規定による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。

なお、説明は省略いたしますので、ご了承願います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（寺島健一） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１１８条の規定により、４番 山田義明議員、５番 山添勝之議員

を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（寺島健一） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２６日までの２２日間

といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（寺島健一） ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら９月２６日までの２２日間と決定いたしました。 
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なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、ご協力のほどをお願い申し上げます。 

 それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第４８号 竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例および竜

王町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４９号   竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例等の

一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第５０号   竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第５１号 平成２０年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議第５２号 平成２０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議第５３号 平成２０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第５４号 平成２０年度竜王町老人保健医療事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１０ 議第５５号 平成２０年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第１１ 議第５６号 平成２０年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第１２ 議第５７号 平成２０年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議第５８号 平成１９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第５９号 平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議第６０号 平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について 

日程第１６ 議第６１号 平成１９年度竜王町老人保健医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第１７ 議第６２号 平成１９年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第１８ 議第６３号 平成１９年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第１９ 議第６４号 平成１９年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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日程第２０ 議第６５号 平成１９年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第２１ 報第 ４号 平成１９年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２２ 報第 ５号 平成１９年度竜王町資金不足比率について 

〇議長（寺島健一） 日程第３ 議第４８号から日程第２０ 議第６５号までの１８

議案および日程第２１ 報第４号、日程第２２ 報第５号の２報告についてを一

括議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま一括上程いただきました議第４８号から議第６５号ま

での１８議案および報第４号・報第５号の２報告につきまして、順を追って提案

理由を申し上げます。まず、議第４８号から議第５７号までの１０議案につきま

して、提案理由を申し上げます。 

議第４８号、竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例および竜王町認

可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、条例改正を必要とす

る背景からご説明を申し上げます。 

既に、公益法人制度改革を行うため、関係法律が平成１８年６月２日に公布さ

れました。これは民間の非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法

人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の

設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そ

のうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者

による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されたものであり、

大部分の規定が本年１２月１日から施行されます。 

平成１８年６月２日に公布されました法律は、「一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」およ

び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」の３つの

法律であります。これらの法律の施行により、竜王町公益法人等への職員の派遣

等に関する条例および竜王町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

まず、竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

について、ご説明申し上げます。「公益法人」が「公益的法人」に改められまし

たので、題名および条文中の文言を改めるものでございます。「公益法人」が「公

益的法人」に改められたのは、公益法人認定法の規定による「公益法人」と法整

 - 7 - 



備がされる前の「公益法人」とを区分する必要が生じたためでございます。 

２つ目に、竜王町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例について、ご説

明申し上げます。関係法律の整備に関する法律の規定による地方自治法の改正で、

地縁団体に係る規定が改正されたことにより改正するものです。改正前の地方自

治法においては、認可地縁団体に係る規定は、主に同法第２６０条の２で規定さ

れ、同条第１５項において民法の規定の多くが認可地縁団体に準用されていまし

たが、今回の改正で民法のこれらの規定が削られたため、地方自治法において新

たに規定がされました。関係する根拠条文が改正になったことにより、今般、本

条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第４９号、竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例等の

一部を改正する条例につきましては、本年６月１８日に公布されました地方自治

法の一部を改正する法律により、地方自治法における議員の報酬に関する規定の

整備がなされ、議員の報酬の支給方法等に関する規定を、他の行政委員会の委員

等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、議員に対する報酬の

名称を「報酬」から「議員報酬」に改められました。 

施行日につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行日を定める政

令により本年９月１日とされましたことから、改正するものでございます。 

次に、議第５０号、竜王町税条例の一部を改正する条例につきましては、ご承

知いただいておりますとおり、今回の条例改正につきましては、地方税法等の一

部を改正する法律が本年４月３０日に公布されたことに伴いまして、竜王町税条

例の一部を改正させていただいたものでございます。地方税法の改正につきまし

ては、現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現

するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、とりまとめられたも

のでございます。 

主な内容を申し上げたいと存じます。改正事項の中で、寄附金税制の拡充、金

融・証券税制の見直し、公的年金からの特別徴収制度の導入が主なものでござい

ますが、これらは、数年来にわたり個人住民税における大きな課題とされてきた

事項であります。 

まず、第３４条の２・第３４条の７につきましては、寄附金税額控除を新設す

るものであります。このことにつきましては、都会に転出した者が成長する際に

地方公共団体が負担した教育や福祉のコストに対する還元の仕組みをつくるこ

とができないかという地方公共団体の意見や、自分が生まれ育った「ふるさと」
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に対して貢献または応援をしたいという納税者の意見などを踏まえ、いわゆる

「ふるさと納税」の導入について、現行の地方公共団体に対する寄附金税制を拡

充されたものであります。 

内容は、都道府県・市町村または特別区や共同募金会・日本赤十字社に対する

寄附金について、その寄附金が５,０００円を超える場合、基礎控除額と特別控

除額を合計した金額を税額控除するものであります。ただし、前年の総所得金額

の３０％までを限度額とするものであります。 

次に、第４７条の２から第４７条の６関係につきましては、公的年金からの特

別徴収制度の導入であります。公的年金からの特別徴収の対象者は、個人町民税

の納税義務者であって、前年度中の初日において老齢基礎年金等を受給されてい

る６５歳以上の方が対象となります。なお、老齢基礎年金等の年額が１８万円未

満の方、特別徴収税額が老齢基礎年金の年額を超える方、当該年度の初日の属す

る年の１月１日以後引き続き竜王町に住所を有する方でない方等は、対象となり

ません。 

次に、附則第４条の２公益法人等に係る町民税の課税の特例として、公益法人

等に対する贈与または遺贈があった財産で、国税庁長官の承認を取り消された場

合における当該公益法人に対する当該財産に係る所得割の課税を行うものであ

ります。 

また、附則第１９条の６では、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰

越控除でありますが、上場株式等に係る譲渡損失の配当所得との損益通算が行え

る改正であります。 

その他の地方税法の改正による引用条項のずれによります所要の規定の整備

等でございます。 

次に、議第５１号、平成２０年度竜王町一般会計補正予算（第３号）につきま

しては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳入歳出予

算額が４９億８,１００万円でございます。今回、総額に歳入歳出それぞれ２億

２,８００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億９００

万円といたしたいものでございます。 

今回の補正予算の主なものといたしましては、市区町村における地方税の電子

化と個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入を国が推進してお

り、これに対応するためのエルタックス審査システム初期導入委託料と住民税年

金特徴税基幹システム改修委託料のそれぞれ増額、税源移譲に伴う所得変動に係
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る住民税減額措置等による町税過年度過納還付金の増額、国の地域介護・福祉空

間整備交付金事業の採択を受け、竜王町保健センター・竜王町農村女性の家およ

び竜王町総合運動公園の一部を介護予防拠点施設として再整備するための工事

請負費・初動備品整備等にかかります介護予防拠点施設整備事業費の増額、土地

改良施設等維持補修工事費の増額、琵琶湖総合保全市町交付金事業として善光寺

川河川環境美化整備事業費の増額、平成２２年に行われます近江八幡八日市都市

計画区域の変更に向けての都市計画定期見直し業務委託料の増額、武道交流会館

の設計業務委託料と地質・土質調査業務委託料の増額等をお願いするものでござ

います。 

また、債務負担行為補正につきましては、先ほど提案説明をいたしました都市

計画定期見直し業務委託料について、追加をお願いするものでございます。 

次に、議第５２号、平成２０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）につきましては、現在お認めをいただいております当初予算

の歳入歳出予算額が８億７,５００万円でございます。今回、総額に歳入歳出そ

れぞれ７４０万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

８億８,２４０万６,０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、後期高齢者支援金の額や老人保健医療

費拠出金の額が決定したことによりますそれぞれの負担金の増額等でございま

す。 

歳入予算では、その他繰越金が７３５万４,０００円、雑入につきましては、

前期高齢者の一部負担金の凍結に伴う療養費支給分の補填収入５万２,０００円

のそれぞれ増額でございます。 

歳出予算では、国民健康保険団体連合会負担金４４万９,０００円の増額、保

険給付費について一般被保険者療養費が５万３,０００円、退職被保険者等療養

費が２０万円のそれぞれ増額、額の決定により後期高齢者支援金が３４５万６,

０００円、前期高齢者納付金が１３万３,０００円、老人保健医療費拠出金が１

６１万５,０００円のそれぞれ増額、国民健康保険税の遡及喪失等による過年度

過納還付金が１２０万円の増額をお願いするものでございます。 

次に、議第５３号、平成２０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号）医科につきましては、現在お認めいただいております当初予

算の歳入歳出予算額が８,２００万円でございます。今回、総額に歳入歳出それ

ぞれ５５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,７５０万
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円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容は、平成２０年４月１日付の職員の人事異動に伴います人件費

の調整にかかる一般管理費の増額でございます。歳入予算では、繰越金の増額で

ございます。 

次に、議第５４号、平成２０年度竜王町老人保健医療事業特別会計補正予算（第

２号）につきましては、現在お認めいただいております補正予算（第１号）まで

の歳入歳出予算額が１億６,１９６万６,０００円でございます。今回、歳出予算

について組み替えをいたしたいものでございます。 

補正予算の内容は、高額療養費の支給が見込みを上回ることから医療給付費と

医療支給費の予算調整により医療給付費６０万円の減額と医療支給費６０万円

の増額でございます。 

次に、議第５５号、平成２０年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、現在お認めいただいております補正予算（第１号）までの歳入

歳出予算額が１０億５,８００万円でございます。今回、歳入歳出予算それぞれ

について組み替えをいたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、特定環境保全公共下水道管渠工事について、

岡屋地先の幹線整備延長増加に伴い、工事請負費が４３０万円の増額と事業費の

組み替えにより特環公共下水道測量試験業務委託料が３０万円、水道移転補償費

が４００万円のそれぞれ減額でございます。 

歳入予算につきましては、下水道事業債について特定環境保全公共下水道事業

債が２６０万円、琵琶湖流域下水道事業債が７０万円のそれぞれ増額と、財源調

整による一般会計からの繰入金が３３０万円の減額でございます。また、地方債

につきましては、地方債の限度額を、公共下水道事業では２６０万円を増額し４

億６０万円に、流域下水道事業では７０万円を増額し１億１,４７０万円に変更

させていただくものでございます。 

次に、議第５６号、平成２０年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）

につきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算額は

５億３,１００万円でございます。今回、総額に歳入歳出それぞれ７４７万４,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億３,８４７万４,０

００円といたしたいものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、平成１９年度の介護給付費および地域

支援事業費の確定により、前年度に受入をいたしておりました国庫支出金・支払
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基金交付金・県支出金について一部返還が生じましたので、諸支出金といたしま

して償還金７４７万４,０００円の増額をお願いするものでございます。 

歳入予算につきましては、繰越金が７４７万４,０００円の増額でございます。 

次に、議第５７号、平成２０年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号）につ

きましては、平成２０年度竜王町水道事業会計の第３条で定めました収益的収入

および支出の既決予定額は、それぞれ３億円でございます。今回、歳出予算につ

いて組み替えをいたしたいものでございます。また、第４条で定めました資本的

支出の既決予定額１億３,１９５万３,０００円に２７６万円を増額し、資本的支

出を１億３,４７１万３,０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的支出で薬品費２３５万円の減額、綾

戸水源地撤去に伴います固定資産除却費を２３５万円の増額、資本的支出で改良

事業費といたしまして薬師配水管布設替測量設計に伴います委託料２６１万円

の増額、固定資産購入費といたしまして、備品購入に伴います工具器具及び備品

が１５万円の増額でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足いたしますので、第４条括弧書

きで定めております補てん財源につきましても改正させていただくものです。 

以上、議第４８号から議第５７号までの１０議案につきまして提案理由を申し

上げたところでございますが、議第５１号につきましては、詳細について担当課

長より説明させますので、よろしくご審議を賜りご承認いただきますようお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（寺島健一） 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） ただいま、町長から提案理由の説明があったわけでござい

ますが、平成２０年度竜王町一般会計補正予算（第３号）の内容について、お手

元配付の『補正予算の概要』により説明させていただきたいと思います。 

補正予算の主な内容といたしましては、まず歳入予算では、小規模土地改艮事

業地元分担金が３１９万２,０００円の増額、国の事業採択を受け、地域介護・

福祉空間整備交付金が９,９００万円の増額、県事業費補助単価の見直しにより

放課後児童健全育成事業費県補助金が１２２万１,０００円の増額、県の事業採

択を受け、近江の園芸特産チャレンジャー事業県補助金が１３０万２,０００円、

小規模土地改良事業県補助金が１１５万８,０００円のそれぞれ増額、県民税徴

収事務取扱交付金が８０２万７,０００円、前年度繰越金が１億８０９万４,００

０円のそれぞれ増額、琵琶湖の総合保全にかかる取り組みの実施に対します琵琶
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湖総合保全市町交付金が３００万円の増額などでございます。 

次に、歳出予算の主なものといたしましては、市区町村における地方税の電子

化と個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入を推進するために、

国は平成２０年度中にエルタックス（電子申告）のサービス構築を進めており、

これに対応するためエルタックス審査システム初期導入委託料が４５８万９,０

００円、公的年金からの特別徴収の円滑処理にかかる住民税年金特徴税基幹シス

テム改修委託料が１,４７０万円のそれぞれ増額、税源移譲に伴う所得変動に係

る住民税減額措置等により町税過年度過納還付金が２,８００万円の増額、前年

度の障害者福祉事業にかかる国の負担金精算に伴います過年度障害者自立支援

給付費等負担金返還金が２７３万１,０００円、国の地域介護・福祉空間整備交

付金事業の採択を受け、竜王町保健センター・竜王町農村女性の家および竜王町

総合運動公園の一部を介護予防拠点施設として再整備するための３ヶ所の介護

予防拠点施設工事が１億２,０００万円、同介護予防拠点施設の整備に伴います

初動備品の備品購入費が２,１５０万円のそれぞれ増額、放課後児童健全育成事

業委託料が１８３万３,０００円の増額、施設の稼動にかかる燃料費の高騰等に

伴います八日市布引ライフ組合衛生負担金が１６９万６,０００円の増額、県の

事業採択により竜王町果菜組合が行いますパイプハウスの生産基盤整備にかか

る近江の園芸特産振興対策事業補助金が１７９万１,０００円の増額と、山中ほ

場整備事業で整備されました揚水ポンプの老朽化に伴います維持補修工事が４

４９万円の増額、琵琶湖総合保全市町交付金事業として、竜王町の西の玄関口に

あたります善光寺川の景観整備について住民の皆さんとの協働により実施させ

ていただきます。これらの善光寺川河川環境美化事業費に３１９万４,０００円、

平成２２年に行われます近江八幡八日市都市計画区域の変更に向けての都市計

画定期見直し業務委託料が１７７万５,０００円のそれぞれ増額、下水道特別会

計繰出金が３３０万円の減額、総合運動公園内ドラゴンハットに設置の自動火災

報知器の老朽化による修繕や同体育館のフローリング修繕に１６３万５,０００

円の増額、国の事業採択により小学校理科教育等設備整備備品が１０２万４,０

００円の増額、中学校における体育館バスケットゴールが開閉できなくなったこ

とにより使用に支障が生じること等から体育館改修工事に１７６万７,０００円、

公民館事務室の大型エアコンの老朽化による故障のため公民館事務室等空調機

器改修工事に１１８万７,０００円のそれぞれ増額、武道交流会館建築工事にか

かる設計業務委託料が１８５万円と、同施設の建設予定地の地盤が脆弱とのこと
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から地質・土質調査業務委託料が２６７万８,０００円のそれぞれ増額などでご

ざいます。 

次に、債務負担行為補正の内容につきましては、都市計画定期見直し業務につ

いて、平成２２年に行われます近江八幡八日市都市計画区域の変更に向け、平成

２０年度から平成２１年度の２ヵ年にかけて計画見直し業務となりますことか

ら、これが都市計画定期見直し業務について債務負担行為の追加をお願いするも

のです。 

以上、誠に簡単でございますが、平成２０年度竜王町一般会計補正予算（第３

号）の概要を申し上げ、説明とさせていただきます。 

〇議長（寺島健一） 竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 続きまして、議第５８号から議第６５号までの８議案につきま

して、提案理由を申し上げます。 

議第５８号、平成１９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定、議第５９号、平

成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算認定、議

第６０号、平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳入歳出

決算認定、議第６１号、平成１９年度竜王町老人保健医療事業特別会計歳入歳出

決算認定、議第６２号、平成１９年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算

認定、議第６３号、平成１９年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定お

よび議第６４号、平成１９年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定の７議

案につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定により、去る７月１日か

ら７日間にわたり町監査委員さんによる決算審査を終えましたので、同条第３項

の規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

次に、議第６５号、平成１９年度竜王町水道事業会計決算認定につきましては、

去る６月５日に町監査委員さんの審査を終えましたので、地方公営企業法第３０

条第４項の規定に基づき議会の認定に付するものでございます。 

平成１９年度につきましても、常に経営の健全化と施設の効率的な維持管理に

努めてきたところでありますが、収益的収支におきまして、収益が３億４４８万

３,０８８円で、費用が２億８,３８６万３３８円となり、２,０６２万２,７５０

円の純利益となったものでございます。 

以上、議第５８号から議第６５号までの８議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、詳細につきましては、会計管理者および担当課長か

ら説明をさせますので、よろしくご審議を賜り、ご承認いただきますようお願い
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申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（寺島健一） この際申し上げます。ここで、午後１時まで暫時休憩いたしま

す。 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

○議長（寺島健一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

布施会計管理者。 

○会計管理者（布施九藏） ただいま、町長から提案理由を申し上げました議第５８

号から議第６４号までの７議案につきまして、提案説明をさせていただきます。 

平成１９年度一般会計ならびに各特別会計のそれぞれの決算につきましては、

地方自治法第２３３条第１項および地方自治法施行令第１６６条ならびに同法

施行規則第１６条および第１６条の２の規定により調製をいたしましたもので、

その決算概要につきまして、ご説明申し上げます。 

まず、お手元に決算報告書をお届けいたしておりますので、これを中心にして

ご説明申し上げたいと思います。決算報告書の１ページをご覧いただきたいと思

います。 

一般会計の決算額は、歳入総額が５９億１,１６１万２,０６１円で､ 歳出総額

が５５億４,１９３万７,８６９円となり、歳入歳出差引額は３億６,９６７万４,

１９２円であります。 

このうち、平成２０年度に繰り越しました事業に要する財源３４６万４,００

０円を差し引きますと、実質収支額は３億６,６２１万１９２円の黒字となりま

す。ここから平成１８年度の実質収支額を差引きますと、単年度収支額は１億２

６７万 ４,１９１円の黒字となります。さらに、単年度収支額に財政調整基金へ

の積立金４億９,８７８万９,５３１円と同基金からの取り崩し額２億７,３００

万円を調整いたしますと、実質単年度収支額は３億２,８４６万３,７２２円の黒

字ということになります。 

次に、決算報告書の１ページ後段から７ページと、１１６ページから１１８ペ

ージの円グラフにより、決算収支の状況につきましてご説明申し上げます。平成

１９年度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別ならびに性質別構成状況を図示い

たしますと、円グラフのようになります。 

まず、歳入の財源構成状況でございますが、自主財源が８１.９％、依存財源

が１８.１％となっております。前年度は、自主財源が５７.２％、依存財源が４
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２.８％でありました。このことから、全体に占める自主財源の割合は依存財源

を大きく上回っており、前年度と比較いたしますと２４.７ポイントの大幅な増

加となっております。 

自主財源比率が大幅に伸びた要因は、平成１８年度は町債の借り換えを行った

ことにより依存財源の割合が高くなり、結果として平成１８年度の自主財源比率

が押し下げられたことによるものと、さらに、平成１９年度の自主財源の町税が

対前年度比２９％の大幅な増加となったことによるものでございます。 

自主財源・依存財源それぞれの項目を前年度と比較いたしますと、自主財源の

総額は４８億４,０３１万９,０００円で８億３,９４２万２,０００円の増、対前

年度比では２１％の増となっております。自主財源の増加した主な項目は、町税

が４０億２,４４４万２,０００円で９億４４２万７,０００円の増、繰越金が２

億７,１７６万９,０００円で４,８２５万４,０００円の増となっております。な

お、減少した主な項目は、繰入金が２億７,３００万円で１億７００万円の減と

なっております。 

一方、依存財源の総額は１０億７,１２９万３,０００円で１９億１,４１８万

１,０００円の減、対前年度比では６４.１％の減となっております。依存財源の

減少した主な項目は、町債が２億２,８３０万円で１８億３,２８０万円の減、地

方譲与税が５,７６３万円で１億１,２２２万３,０００円の減、地方特例交付金

が１,３４９万５,０００円で２,７０５万５,０００円の減となっております。な

お、増加した主な項目は、県支出金が３億２,４３６万５,０００円で４,７８８

万３,０００円の増となっております。 

次に、歳出の構成比を目的別に見てみますと、民生費が１７.４％、諸支出金

が１３.５％、公債費が１３.０％、教育費が１２.５％、農林水産業費が１２.０％、

総務費が１０.４％、土木費が７.４％、衛生費が６.２％、消防費が４.０％、商

工費が２.１％、議会費が１.２％、労働費が０.３％となっております。前年度

と比較いたしますと、歳出総額は５５億４,１９３万８,０００円で１１億７,２

６６万４,０００円の減、対前年度比では１７.５％の減となっております。減少

となりました主な項目は、公債費が７億２,１６３万円で１５億３,１８６万６,

０００円の減となり、対前年度比では６８％の大幅な減少となっております。こ

れは、町債の償還にかかる公債費支出の各年度間の平準化を図るため、前年度に

借り換え措置を行ったことによるものです。 

なお、町債の年度末残高は６８億９,７０５万２,７９０円で、１８年度末から
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３億７,２００万円余り減少いたしております。 

次に、土木費が４億１,２８４万９,０００円で、町単独道路改良工事費等の減

により６,５０４万６,０００円の減、対前年度比で１３.６％の減となっており

ます。さらに、総務費が５億７,５８５万円で、妹背の里指定管理料等の減によ

り３,５１４万４,０００円の減、対前年度比で５.８％の減となっております。

その他、消防費が２,９９３万５,０００円の減、衛生費が１,８４５万９,０００

円の減となっております。 

一方、増加となりました主な項目は、諸支出金が７億４,９４９万６,０００円

で、財政調整基金等の積立により２億９,５０１万３,０００円の増、対前年度比

では６４.９％の大幅な増加となっております。次に、農林水産業費が６億６,２

４６万３,０００円で、山之上農林公園施設整備事業用地取得費等により１億２,

１４５万４,０００円の増、対前年度比では２２.４％の増となっております。そ

の他、民生費が８,３１９万７,０００円、９.４％の増、商工費が１,３７０万７,

０００円、１３.１％の増となっております。 

次に、決算報告書１１８ページの円グラフでございます性質別の構成比で見て

みますと、補助費等は１８.７％、人件費は１８.０％、積立金は１３.５％、公

債費は１３.０％、物件費は１２.７％、繰出金は９.２％、扶助費は７.５％、普

通建設事業費は６.７％、維持補修費は０.４％、貸付金は０.３％となっており

ます。 

性質別の前年度比較におきましては、公債費が７億２,１６３万円で１５億３,

１８６万６,０００円の減、対前年度比では６８％の大幅な減少となっておりま

すが、これは、先にも述べましたとおり、前年度に町債の借り換えを行ったこと

によるもので、この借り換えに係る償還元利金が１７億３,６３５万円でござい

ました。したがいまして、実質的には公債費が２億４４８万４,０００円増加し

ていることになります。 

次に、繰出金が５億１,１４８万５,０００円で１億６,４４９万円の減、対前

年度比で２４.３％の減となっておりますが、これは、前年度に基金の繰替運用

による繰出があり、土地開発基金８,５００万円、地域福祉基金１億２,０００万

円が含まれていたことによるものでございます。 

一方、積立金が７億４,９２８万円で５億１万７,０００円の増、対前年度比で

２００.６％の大幅な増加となっておりますが、これは、税源移譲や定率減税の

廃止に伴う個人町民税の増加、固定資産税の償却資産分の増加、大手企業の業績
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が好調であったことによる法人町民税の増加に伴い、町税収入が大幅に増加した

ことから、後年度の財源留保を図るため基金に積み立てたもので、それぞれの基

金の運用利子の積立以外に、財政調整基金に４億９,７００万円、減債基金に５,

０００万円、教育厚生施設等整備基金に２億円、それぞれ積立を行っています。 

次に、普通建設事業につきましては３億７,２５０万６,０００円で８,５４６

万９,０００円の減、対前年度比で１８.７％の減となっております。主な事業は

決算報告書２ページに列記しておりますので、ご披見いただければと思います。 

なお、決算の具体的内容につきまして、歳入は、決算報告書の３ページから７

ページに款別に順を追って説明をしておりますので、説明を省略させていただき

ます。歳出につきましては、決算報告書の８ページから１１８ページにわたり各

所属別に、予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表を合わせて列記しており

ますので、ご披見いただきますようお願いいたします。なお、説明は省略させて

いただきます。 

また、決算書の１７６ペ－ジから１８０ページには公有財産の土地及び建物の

１９年度中の増減ならびに年度末現在高を、また、１８０ページには出資金なら

びに出損金の年度末状況を、さらに、１８１ペ－ジから１８４ページには３０万

円以上の重要物品を､１８５ペ－ジには基金の運用状況を記載しておりますの

で 、ご参照いただきたいと存じます。 

なお、「土地開発基金」および「用品等調達基金」の運用状況につきましては、

別冊の調書をお届けいたしておりますので、併せてご参照いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

以上、平成１９年度一般会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただ

きます。 

次に、平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の決算概要

につきましてご説明申し上げます。決算報告書の１１９ページをご覧いただきた

いと思います。 

決算収支の状況は、歳入総額が９億４,２８０万６,５５１円、歳出総額が８億

８,４０９万８１７円で、歳入歳出差引額は５,８７１万５,７３４円となりまし

て、実質収支額も同額となっております。ここから前年度の実質収支額を差し引

きますと、単年度収支額は１,９６６万６,１０８円の黒字となり、財政調整基金

を調整しますと、実質単年度収支額は１,９６７万７１４円の黒字となります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の１９１ページの国民健康保険税が  
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２億８,６７９万９,８３４円、１９２ページの国庫支出金が国庫負担金と補助金

を合わせまして２億１,６０５万１,５９３円､１９４ページの療養給付費等交付

金が２億１,７０５万４,２１９円、１９６ページの一般会計からの繰入金が５,

１６１万２,０８２円でございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、２０２ページの保険給付費が５億５,

０７２万２,０４４円で、２０５ページの老人保健拠出金が１億２,６７２万２,

０８１円でございます。 

なお、国保の加入世帯数および被保険者数等につきましては決算報告書の１１

９ページに記載いたしておりますので、ご披見いただきたいと思います。また、

決算書の２１４ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、併せて

ご参照いただきたいと思います。 

以上、簡単ですが、国保事業勘定の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせて

いただきます。 

次に、平成１９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）の決算概要

につきまして、ご説明申し上げます。決算報告書は１２６ページからでございま

す。 

まず、医科の決算収支でございますが､歳入総額が１億４２万２,４２４円、歳

出総額が８,６０７万３,４０６円で、歳入歳出差引額は１,４３４万９,０１８円

となりまして、実質収支額も同額となっております。ここから前年度の実質収支

額を差し引きますと、単年度収支額は７３７万３,１００円の黒字となり、財政

調整基金を調整しますと、実質単年度収支額は２７４万５,６７６円の黒字とな

ります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の２２０ページ、診療収入の８,３

９１万７,０４０円であります。歳出では、２２５ページの総務費、４,０７９万

１,３６５円でありまして、人件費ならびに施設の維持管理費でございます。次

に、２２８ページの医業費は４,２９３万６,２３３円で、医薬品や医療用消耗器

材費、医療用機械器具費でございます。以上が、簡単でございますが、医科の内

容でございます。 

次に、決算報告書の１２８ページでございますが、歯科の決算収支につきまし

てご説明申し上げます。歳入総額が５,２６６万２０６円、歳出総額が４,９７３

万８,０１５円で、歳入歳出差引額は２９２万２,１９１円となりまして、実質収

支額も同額となっております。ここから、前年度の実質収支額を差し引きますと、
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単年度収支額は１３２万８,５２５円の赤字となり、財政調整基金を調整します

と、実質単年度収支額は６３万１,１２９円の赤字となります。 

歳入の主なものは決算書の２３１ページ、診療収入の３,９７５万２,６２０円

と、２３３ページの繰入金７０２万１,０００円でございます。歳出では２３５

ページの総務費が４,０２５万３,７０６円で、人件費ならびに施設の維持管理費

などでございます。また、２３８ページの医業費は８７８万６,９１３円となっ

ています。 

なお、決算書の２４２ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので

ご参照いただきたいと思います。 

以上、国保施設勘定の医科・歯科にかかります決算概要の説明とさせていただ

きます。 

次に、平成１９年度竜王町老人保健医療事業特別会計の決算概要につきまして

ご説明申し上げます。決算報告書は、１３２ページからでございます。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が９億４,６７７万８,４１３円、歳

出総額が９億７,３５３万１,０４１円でございます｡歳入歳出差引額は２,６７

５万２,６２８円の歳入不足となりましたので､翌年度の歳入繰上充用金で歳入

不足を補てんしたものでございます。 

歳入の主なものは､決算書の２４７ページ、支払基金交付金が５億２２８万円

で、これは、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。次に、国庫

支出金が２億９,６５４万９,１５１円、県支出金が７,２２７万２６１円、一般

会計からの繰入金が７,５０２万４,００９円でございます。 

次に､歳出でございますが、決算書は２５１ページでございます。そのほとん

どが老人保健医療の医療給付費で､９億４,０７３万４,７１６円でございまして、

決算総額の９６.６％を占めています。前年度と比較いたしますと、給付額では

３.８％の増となっておりますが、件数におきましては４.３％の減となっており

ます。 

以上、老人保健医療事業特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせて

いただきます。 

次に、平成１９年度竜王町学校給食事業特別会計の決算概要につきまして、ご

説明申し上げます。決算報告書は、１３５ページからでございます。決算収支の

状況でございますが、歳入総額が５,８４９万１,４６４円、歳出総額が５,８２

８万４８５円で、歳入歳出差引額は２１万９７９円となりまして、実質収支額も
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同額となっております。 

歳入でございますが、決算書は２５８ページでございます。そのほとんどが給

食費負担金でございまして、決算額は５,７９１万３３６円で、歳入総額の９９％

となっております。 

歳出につきましては２６０ページで、ほとんどが給食材料費で、決算額が５,

７６２万６,１３３円でございまして、これもまた歳出総額の９８.９％を占めて

おります。その他は、パンの包装・加工の委託料と消費税の納付金であります。  

以上、簡単でございますが、学校給食事業特別会計の決算の概要を申し上げ、

提案説明とさせていただきます。 

次に、平成１９年度竜王町下水道事業特別会計の決算概要につきまして、ご説

明申し上げます。決算報告書は、１３８ページからでございます。決算収支の状

況でございますが、歳入総額が９億５９３万３,２３０円、歳出総額が８億７,０

４５万５,７１３円で、歳入歳出差引額は３,５４７万７,５１７円となります。

翌年度へ繰越しました事業に要する財源につきましては決算書の２７７ページ

に記載いたしておりますが、繰越財源が７３１万８,０００円でございますので、

実質収支額が２,８１５万９,５１７円になるものでございます。 

次に、歳入の主なものにつきましてご説明申し上げます。決算書は２６５ペー

ジからでございます。使用料及び手数料の決算額は、１億３,５８１万６８１円

となっています。また、２６６ページの国庫支出金は１億２,６７０万円で、特

定環境保全公共下水道事業の国庫補助金でございます。次に、２６７ページの繰

入金は一般会計からの繰入で２億５,８７６万９,０００円であります。さらに、

２６８ページの町債は３億３,１６０万円となっております。 

次に、歳出の主なものといたしましては、２７０ページでございますが、農業

集落排水事業費の決算額が９６６万５,３３４円で、殿村と山中のそれぞれの処

理施設にかかります維持・管理経費でございます。 

次に、２７１ページの公共下水道事業費の決算額は４億２,２０９万４,３０４

円でございまして、そのうち管渠築造費が３億３,６８３万８,３３３円でござい

ます。岡屋と薬師地先の面整備やマンホールポンプを薬師に設置いたしました。 

 なお、この決算額には、平成１８年度からの繰越事業１億２,７１０万９,７４

０円が含まれています。 

次に、２７６ページの公債費の決算額は、４億３,８６９万６,０７５円でござ

います。このうち、償還元金は２億６,３４１万６,４３２円でございまして、町
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債の年度末残高は５６億５,５５３万５,０８６円で、１８年度末から６,８００

万円余り増加しております。 

なお、決算書の２７８ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、

後ほどご参照をいただきたいと思います。 

以上、下水道事業特別会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、平成１９年度竜王町介護保険特別会計の決算概要につきまして、ご説明

申し上げます。決算報告書は１４２ページからでございます。決算収支の状況で

ございますが、歳入決算額が５億２,７８７万９,５９３円、歳出決算額が４億９,

５４５万２,９２５円で、歳入歳出差引額は３,２４２万６,６６８円となりまし

て、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の２８４ページ、介護保険料が９,

２４２万５,２４６円、２８５ページの国庫支出金が１億１,４７７万２,７０２

円、２８６ページの支払基金交付金が１億４,６８６万２,４９９円、２８７ペー

ジの県支出金が７,１０６万９,８５０円、２８９ページの一般会計からの繰入金

が７,２００万６,７７３円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、２９５ページの保険給付費４億５,６９６

万６,３８３円でございまして、歳出総額の９２.２％を占めております。また、

３０１ページの地域支援事業費は１,４９９万８,６０３円でございます。この地

域支援事業費は、介護保険法の改正に伴い平成１８年度より新たに取り組みをい

たしているもので、地域包括支援センターを設置し、要介護状態にならないよう

に予防対策を講じているもので、医療や介護の総合相談、介護予防ケアマネジメ

ント等の事業に要した費用でございます。３０７ページの諸支出金の償還金１,

４５６万８０８円につきましては、過年度分の介護給付費に係る精算によるもの

で、国・県支払基金にそれぞれ返還いたしたものでございます。 

詳細につきましては、決算報告書の１４２ページから１４５ページに一般状況

を、１４５ページ以降に経理状況を、それぞれ記載させていただいております。 

また、決算書の３０９ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、

ご参照いただきたいと思います。 

以上、介護保険特別会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせいただきます。 

○議長（寺島健一） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） ただいま、町長から提案理由を申し上げました議第６
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５号、平成１９年度竜王町水道事業会計の決算内容について、説明を申し上げま

す。 

最初に、平成１９年度の事業の概要につきまして申し上げます。水道事業につ

きましては、常に経営の健全化と施設の効率的な維持管理に努め事業の運営を行

ってまいりました。本年度の給水人口は１万２,６９５人で、前年度と同じとな

っています。また、年間総配水量は１７８万４,９１３㎥であり、前年度より１

０万７,１２９㎥の増加となりました。そのうち県水受水量は１７４万５,１３３

㎥でありまして、総配水量の９７.８％を占めております。年間有収水量につき

ましては１５２万４,５８３㎥であり、前年度より４万５,３５２㎥の増加であり

ました。増加の原因といたしましては、営業用および工業用使用量が増加したも

のではないかと思われます。 

経営状況につきましては、収益的収支の収益の総額は３億４４８万３,０８８

円で、前年度と比較しますと８７７万６,７５１円の増加となりました。しかし、

この収入の中には町からの補助金１,８８０万円が含まれています。一方、費用

の総額は２億８,３８６万３３８円で、前年度と比較しますと３１５万５,９４１

円の増加となりました。費用の増加につきましては、受水費、修繕費などの増加

によるものでございます。 

以上のことから、収益、費用、差引決算額といたしましては、２,０６２万２,

７５０円の純利益となったものでございます。今後も引き続き水道事業の運営に

つきましては、さらに経費の節減等に努めながら事業の推進を図ってまいりたい

と考えております。 

それでは、決算書に基づきまして、決算の内容をご説明いたします。まず、１

ページの平成１９年度竜王町水道事業決算報告書をご覧下さい。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、水道事業収益といたしまして

は、営業収益と営業外収益を合わせまして、決算額が３億１,８６４万４,７１１

円で、そのうち仮受消費税は１,６４１万８,６９４円でございます。支出におき

ましては、水道事業費といたしましては、営業費用と営業外費用を合わせまして

決算額が２億９,４１３万５,３６１円で、そのうち仮払消費税は１,０２７万５,

０２３円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、企業債と他会計負担金を合わせまして決算額が８,６５９万１,５００円

で、そのうち仮受消費税は０円でございます。支出におきましては、資本的支出
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といたしましては、建設改良費と企業債償還金を合わせまして決算額が１億４,

０８９万４,５５９円で、そのうち仮払消費税は４７２万６,３３６円でございま

す。したがいまして、差引、資本的収入額が資本的支出額に不足する額５,４３

０万３,０５９円は、減債積立金１,０００万円、建設改良積立金７８４万８,６

８５円、当年度損益勘定留保資金３,４１４万７,８１８円および当年度消費税資

本的収支調整額２３０万６,５５６円で補てんいたしました。 

次に、３ページの損益計算書をご覧下さい。営業収益といたしましては、給水

収益とその他営業収益を合わせまして２億７,８４７万８,１７０円、営業費用と

いたしましては、原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費、資産

減耗費およびその他営業費用を合わせまして２億７,４２２万５,２２６円、した

がいまして、営業利益は４２５万２,９４４円でございます。 

営業外収益といたしましては、受取利息及び配当金、補助金、加入金および雑

収益を合わせまして２,６００万４,９１８円、営業外費用といたしましては、支

払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息と雑支出を合わせまして９６３万５,１

１２円で、営業収支は１,６３６万９,８０６円の黒字、したがいまして、経常利

益は２,０６２万２,７５０円となりました。特別利益、損失はございませんので、

当年度純利益は同じく２,０６２万２,７５０円、前年度繰越利益剰余金は３,５

３３万９,７１４円でございますので、当年度未処分利益剰余金は５,５９６万２,

４６４円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）をご覧下さい。これは、地方公営企

業法第３２条第１項で利益が出た場合は、利益の２０分の１以上を減債積立金に

積み立てる必要がございます。また、任意積立金にも積み立てできるとなってい

ることから積み立てるものです。当年度未処分利益剰余金といたしましては、３

ページから４ページでご説明申し上げましたとおり５,５９６万２,４６４円で、

利益剰余金処分額といたしまして減債積立金に１,０００万円を積み立て、建設

改良積立金に１,０６２万２,７５０円を積み立てたく、ご提案申し上げるもので

ございます。積み立てたといたしますと、翌年度繰越利益剰余金は３,５３３万

９,７１４円になります。 

次に、貸借対照表をご覧下さい。まず、資産の部です。固定資産といたしまし

ては、有形固定資産は土地・建物・構築物などを合わせまして１９億６１８万９

０５円、無形固定資産は施設利用権のみで１,１２７万２,６３９円、投資はござ

いませんので、固定資産合計として１９億１,７４５万３,５４４円となるもので
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ございます。 

次に、９ページの流動資産といたしましては、現金預金、未収金および貯蔵品

を合わせまして１億８,６６０万９３６円でございます。したがいまして、資産

合計は２１億４０５万４,４８０円となるものでございます。 

次に、負債の部です。固定負債といたしましては、修繕引当金のみでございま

して４４０万円、流動負債といたしましては、未払金と前受金を合わせまして５,

９９３万５,１２０円でございます。したがいまして、負債合計は６,４３３万５,

１２０円となるものでございます。 

次に、資本の部です。資本金といたしましては、自己資本金は、繰入資本金と

組入資本金を合わせまして４億１,７８９万５,２９６円、借入資本金は、企業債

のみで２億９,４１０万１,１９２円でございます。したがいまして、資本金合計

は７億１,１９９万６,４８８円となるものでございます。 

次に、剰余金といたしましては、資本剰余金は、受贈財産評価額、工事負担金

および工事補助金を合わせまして１２億５３５万５,７０４円、利益剰余金は、

減債積立金、建設改良積立金および当年度未処分利益剰余金を合わせまして１億

２,２３６万７,１６８円でございます。したがいまして、剰余金合計は１３億２,

７７２万２,８７２円となりまして、資本合計は２０億３,９７１万９,３６０円、

負債資本合計は２１億４０５万４,４８０円となるものでございます。 

なお、１１ページから付属書類といたしまして、これらの細部資料を添付いた

しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

以上、平成１９年度水道事業会計決算についての内容説明とさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（寺島健一） それでは、ここで決算審査報告をお願いいたします。小林代表

監査委員。 

○代表監査委員（小林德男） それでは、ただいまご報告されました平成１９年度の

竜王町一般会計ならびに特別会計の決算審査結果、それから、竜王町水道事業会

計の決算審査の結果、これについてご報告を申し上げます。 

   まず最初に、一般会計ならびに特別会計の審査結果についてでございます。こ

れにつきましては、去る平成２０年８月２６日付をもちまして、町長宛てに『平

成１９年度竜王町歳入歳出決算並びに竜王町土地開発基金等運用状況審査意見

書の提出について』ということで報告をさせていただいたところでございます。

この写しが皆さまのお手元にあると思いますが、これに基づきましてご報告を申
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し上げたいと思います。ただ、この内容につきましての概要についてご報告申し

上げたいと思います。したがいまして、先ほど申し上げました意見書の中身と一

字一句合わない部分があるかもわかりませんが、ひとつこの点ご了解のほどよろ

しくお願いを申し上げます。 

   まず審査の期日でございますが、一般会計につきましては、７月１日をはじめ

都合７日間、特別会計につきましては、７月４日をはじめといたしまして都合４

日間、実施をさせていただいたところでございます。 

   次に審査の方法でございますが、町長より審査に付されました平成１９年度各

会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書およ

び財産に関する調書につきまして、関係職員の説明を聴取しながら、計数の正確

性および収入・支出の事務が法令に基づいて適正に処理されているかを確かめま

すとともに、関係諸帳簿および証拠書類と照合精査を行い、また、予算執行状況

の適否についても慎重に審査をいたしたところでございます。 

   次に、決算の概要について申し上げます。意見書では２ページからでございま

す。 

まず、財政状況についてでございますが、歳入決算額は ５９億１,１６１万２,

０００円、歳出決算額は ５５億４,１９３万８,０００円となりまして、歳入歳

出差引額は３億６,９６７万４,０００円となりました。これを前年度比較で見ま

すと、歳入につきましては１０億７,４７５万９,０００円の減少となりました。

歳出につきましても１１億７,２６６万４,０００円の減少となりまして、歳入歳

出とも大幅に減少した結果となっております。 

減少いたしました主な要因は、前年度におきまして町債の借り換えに伴います

歳入歳出が計上されていたことに伴うものであります。また、実質収支額、単年

度収支額においても黒字となっております。最終的な実質単年度収支額におきま

しても、３億２,８４６万４,０００円の黒字決算となっております。 

歳入の中に占めます自主財源につきましては、４８億４,０３１万９,０００円

となりまして、前年度と比較いたしまして８億３,９４２万２,０００円と大幅に

増加した結果となっておりますが、この主な要因は、自主財源の中の大きな柱で

あります町勢が４０億２,４４４万２,０００円となり、前年度比較で９億４４２

万７,０００円増加したことによるものであります。 

町税増加の要因につきましては、税源移譲ならびに定率減税の廃止に伴う個人

町民税の増加、特定企業の収益増加に伴います法人税の増加および特定企業の建

 - 26 - 



物および償却資産の増加に伴います固定資産税の増加によるものが主なもので

ございます。 

一方、国県支出金等の依存財源につきましては１０億７,１２９万３,０００円

となりまして、前年度に比較いたしまして１９億１,４１８万１,０００円と大幅

な減少となっておりますが、主な要因は、前年度歳入に町債の借換発行分１７億

１,４９０万円が加算されていたことによるものであります。 

また、歳出総額につきましても、前述しましたとおり前年度比較で大幅に減少

しておりますが、主な要因は、前年度の歳出額に町債の借り換えに伴う費用借入

分を一旦全額返済した金額が計上されていたことによるものであります。 

歳出を款別に見ました場合、民生費が金額・率とも最も多く、次いで諸支出金、

公債費、教育費の順となっております。項目別には、民生費、農林水産業費、諸

支出金等が増加しておりまして、公債費、土木費、総務費等が減少しております。 

この中で、主な増減項目を見てみますと、意見書では６ページからになります

が、農林水産業費でございます。決算額は６億６,２４６万３,０００円となりま

して、前年度比較で１億２,１４５万４,０００円の増加となりました。増加の主

な要因は、土地開発基金よりの土地の購入費用、農村総合整備事業費等の支出に

よるものでございます。 

次に公債費でございますが、決算額は７億２,１６３万円となりまして、前年

度比較で１５億３,１８６万６,０００円と大幅な減少となりました。減少しまし

た主な要因は、前述いたしましたとおり、前年度の歳出額に町債の借り換えに伴

い既往の借入分を一旦全額返済したことによる支出金を計上したことによるも

のであります。 

次に民生費でございますが、決算額につきましては９億６,６２９万２,０００

円となりまして、前年度比較で ８,３１９万７,０００円の増加となりました。

増加の主な要因は、東近江圏域共同事業委託料補助金、自立支援給付費、後期高

齢者医療システム開発委託料、児童手当等の事業支出によるものでございます。 

次に諸支出金でございますが、決算額は７億４,９４９万６,０００円となりま

して、前年度比較で２億９,５０１万３,０００円の増加となりました。増加の主

な要因は、基金への積立金の増加によるものであります。この中での主な積立は、

財政調整基金へ２億８,９８８万９,０００円、教育厚生施設等整備基金へ２億１

１万１,０００円等の増加によるものでございます。 

次に、主な指標について見てみます。意見書では８ページからになりますが、
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まず、財政力指数でございますが、財政力を判断する指数として用いられまして、

この指数が高いほど財源に余裕があるとされておりまして、この数値が単年度で

１を超えると普通交付税の不交付団体になってきます。当町の財政力指数は、平

成１９年度で見ますと、単年度の指数が１.１３６となっておりまして、この結

果、当年度も普通交付税の不交付団体となっております。 

次に経常収支比率でございますが、財政構造の弾力性を判断する指標として用

いられておりまして、通常７５％程度に収まるのが妥当と考えられております。

この数値が高いほど財政が硬直化していると言えます。平成１９年度につきまし

ては、経常的経費充当一般財源となります公債費および繰出金が増加したものの、

経常的一般財源となる町税が大幅に増加したことによりまして、比率が低下した

結果となっております。 

次に、公債費比率でございます。財政構造の健全性を保っていくためには、通

常、この比率が低いことが望ましいとされています。平成１９年度は各比率とも

比率算出の分母となります標準財政規模が前年度と比較いたしまして減少しま

したこと、および分子となります元利償還金が増加したこと等が主な理由となっ

て、比率が上昇（悪化）した結果となっております。 

なお、実質公債費比率につきましては過去３ヵ年平均の数値を公表されており

ますが、平成１９年度を単年度で見ました場合、２１.８％と極めて高い数値に

なっておりますことから、今後この比率が上昇していくことが予想されます。 

次に、町債残高について申し上げます。意見書の９ページでございます。平成

１９年度末の町債残高は、一般会計・特別会計の合計で１２５億６,０７９万４,

０００円となり、前年度と比較いたしまして３億５５２万９,０００円減少いた

しております。 

主な会計別の増減内訳につましては、一般会計で３億７,２３９万６,０００円

減少いたしておりますが、下水道特別会計で６,８１８万３,０００円増加いたし

ております。 

平成１９年度中の起債及び償還につましては、一般会計では起債額が２億２,

８３０万円、償還額は６億６９万６,０００円、特別会計では起債額３億３,１６

０万円、償還額２億６,４７３万３,０００円であります。一般会計におけます年

度中の起債の内訳は、臨時財政対策債で１億７,２５０万円、中学校大規模改造

事業債で４,２００万円、臨時地方道整備事業債で８９０万円、防災まちづくり

事業債で４９０万円となっております。 
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また、特別会計におけます起債は、公共下水道事業に伴う発行分３億３,１６

０万円であります。 

次に、町税収入未済額および不納欠損状況についてでございます。意見書では

９ページ以降でございます。平成１９年度末の町税の収入未済額は、合計で１億

６４６万８,０００円となっておりますが、これは前年度比較で１,５４７万２,

０００円と、前年度に引き続き大幅に増加した結果となっております。増加額の

科目別内訳は、個人町民税で１,３９１万１,０００円、固定資産税で１２９万円

および軽自動車税で２８万３,０００円、それぞれ増加しております。また、法

人町民税につきましては、１万２,０００円減少しております。 

収入未済額については、日頃から担当課を中心に減少に向けて努力されている

ところでありまして、当年度の場合特に個人町民税の収入未済額が大幅に増加し

ておりますことから、その原因を十分に調査し、減少に向けての実効ある対策を

講じられることが必要であると判断いたします。 

なお、平成１９年度の不納欠損処理額は１９名で、金額で７４３万５,０００

円となっております。処理につきましては、税法の規定に基づき各々適正に処理

されていることを認めました。 

次に、特別会計について申し上げます。意見書では１０ページ以降でございま

すが、平成１９年度特別会計の決算状況は、第１４表のとおりでございますが、

歳入決算額は６会計合計で３５億３,４９７万２,０００円となりまして、前年度

に比較いたしまして３億９４１万１,０００円の増加となっております。また、

歳出決算額は３４億１,７６２万２,０００円で、前年度と比較いたしまして３億

８６８万１,０００円の増加となり、歳入・歳出とも増加した結果となっており

ます。 

この中で、主な会計別の結果について見てみますと、まず最初に、国民健康保

険事業特別会計（事業勘定）でございます。１２ページでございますが、決算額

は歳入総額で９億４,２８０万７,０００円、歳出総額で８億８,４０９万１,００

０円となりまして、歳入歳出差引額５,８７１万６,０００円を翌年度に繰り越し

ております。決算額は、前年度比較で歳入・歳出とも大幅に増加いたしておりま

す。 

また、平成１９年度末におけます保険料の収入未済額は５,７８６万円となっ

ておりまして、前年度比較で４７８万４,０００円増加しておりますが、近年、

収入未済額の増加が著しく、この原因について徹底した調査を行い、実効ある対
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策を立案される必要があるものと判断いたします。 

２番目に国民健康保険事業特別会計（施設勘定）でございます。意見書では１

３ページでございます。医科の決算額は、歳入総額１億４２万２,０００円、歳

出総額８,６０７万３,０００円となりまして、歳入歳出差引額１,４３４万９,０

００円を翌年度に繰り越しております。 

歯科の決算額は、歳入総額５,２６６万円、歳出総額で４,９７３万８,０００

円となりまして、歳入歳出差引額２９２万２,０００円を翌年度に繰り越してお

ります。 

医科は歳入・歳出とも前年度比較で増加、歯科は歳入・歳出とも減少いたして

おります。 

次に、老人保健医療事業特別会計でございますが、決算額につきましては、歳

入総額９億４,６７７万８,０００円、歳出総額９億７,３５３万１,０００円とな

りまして、歳入歳出差引額で２,６７５万３,０００円の赤字決算となりましたた

め、赤字額を翌年度の繰上充用金にて補てんした決算となっております。 

次に、下水道事業特別会計でございますが、意見書では１４ページでございま

す。決算額は歳入総額９億５９３万３,０００円、歳出総額は８億７,０４５万５,

０００円となりまして、歳入歳出差引額３,５４７万８,０００円を翌年度に繰り

越しいたしております。 

平成１９年度末におけます使用料の収入未済額は、６４２万５,０００円とな

っておりまして、前年度末比較で５７万円の増加となっております。 

一方、町債の発行残高は、平成１９年度末現在で５６億５,５５３万５,０００

円となっておりまして、前年度末比較で６,８１８万３,０００円の増加となりま

した。本特別会計の町債残高につきましては、事業の進展とともに増加いたして

おりますが、下水道事業の普及という、いわばインフラ整備に伴うものであり、

やむを得ないものと言えますが、財政状況が極めて厳しくなっている状況でもあ

り、今後の運営には十分な留意が必要と考えます。 

なお、平成２０年３月末におけます当町の下水道普及率は、農業集落排水事業

を含めて７６.８％でございまして、滋賀県全体の８３.５％に比べまして６.７

ポイント低くなっております。 

以上が、各特別会計の主な概要でございます。 

次に、基金残高について申し上げます。意見書の１５ページからでございます。 

平成１９年度末の基金残高につきましては、１６億９,１５２万９,０００円と
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なっておりまして、前年度末比較で５億４,１７４万８,０００円増加いたしてお

ります。増減の内訳は、財政調整基金で２億２,５７９万円、教育厚生施設等整

備基金で２億１３万６,０００円、減債基金で５,０３４万５,０００円、土地開

発基金で６,９１９万３,０００円、それぞれ増加しているのが主な増加項目であ

ります。 

また、国民健康保険事業（医科）の財政調整基金では、４６２万７,０００円減

少いたしております。 

いずれの基金につきましても、当町の重要な財産といたしまして確実な運用が

なされていることを認めました。 

次に、一時借入金の状況でございます。平成１９年度中の一時借入金の最高残

高は２億円でございまして、内訳はすべて一般会計での借入となっておりまして、

当年度の一時借入限度額１７億４,０００万円、このうち一般会計の借入限度は

１０億円でございますが、この範囲内で調達をされておりました。 

なお、一時借入のために要しました平成１９年度分の支払利息の合計は、４２

万９,０４１円となっております。 

次に、土地開発基金の運用状況でございますが、１７ページでございます。平

成１９年度末におけます土地開発基金の残高は、２億５,０７０万５,０００円と

なっておりまして、前年度末比較で ２３０万７,０００円増加をしておりますが、

増加の内訳は、受取利息を積み立てしたものでございます。 

平成１９年度末におけます土地の現在高は１万６２８.１５㎡となっておりま

して、年度中に２万８６８㎡減少いたしましたが、その原因は農林公園用地およ

び農林公園施設用地を行政財産に移管したことに伴うものでございます。 

土地現在高の内訳につきましては、診療所用地で１,２７０㎡、篠原駅周辺整備

用地で１,４１７.１５㎡、その他が７,９４１㎡となっております。 

貸付金は、一般会計に対する貸付金８,５００万円でございます。 

なお、平成１９年度末におけます土地開発基金に属します現金の現在高は１億

２,７４８万７,０００円となっており、前年度末比較で６,９１９万３,０００円

増加いたしておりますが、これは前述しました土地を行政財産に移管したことに

伴います代金を受領したもの、および受取利息の入金分でありまして、従来から

の保有現金と併せまして確実に運用されていることを認めたところでございま

す。 

最後に、総括意見を申し上げます。以上が、平成１９年度の歳入歳出決算なら
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びに竜王町土地開発基金等の運用状況についての決算概要でございます。一般会

計については、歳入・歳出とも前年度比較で大幅に減少いたしておりますが、前

年度には町債の借換えに伴う歳入・歳出が計上されていたことによるものであり

まして、これを除外して見ますと実質的には増加していると見ることができます。 

内訳としては、歳入面では町税・地方交付税・県支出金・繰越金等が増加しま

したが、地方譲与税・繰入金・町債等が減少いたしております。歳出面では民生

費・農林水産業費・諸支出金等が増加しており、総務費・土木費・公債費等が減

少いたしております。 

このような状況の中で、決算内容につきましては、会議や委員会の報償費、補

助金の交付等において減額補正すべきものができておらず、結果として不用額の

発生に結びついたものが見られた。２つ目に、団体への補助金支出のうち、借入

金の償還補助として支出されているものが、返済期限の９ヶ月も前に対象先の口

座へ振込されているものがあり、運営面で厳格化することが必要と感じるものが

見られた等の事例が見られましたが、これらを除いてはほぼ適正に運営されてい

ると見受けました。 

また、審査にあたり関係諸帳簿との照合、計数の確認ならびに各会計の予算執

行状況について慎重に審査を行いましたが、その結果、特に指摘すべき事項は見

当たりませんでした。また、審査を通じて、各会計とも諸経費の削減に向けて努

力されていることは感じることはできました。 

なお、平成１９年度の場合、歳入歳出総額は、前述しましたとおり前年度と比

較して大幅に減少しておりますが、一方では、町民税をはじめとします町税は大

きく増加した結果となっております。この内容を見た場合、税源移譲に伴う個人

町民税の増加や、一部企業の業績好調とこれに伴います設備投資に支えられた結

果であると見ることもできます。 

一方で、次年度以降、実質公債費比率等の各種指標の悪化が予想されることは

前述しましたとおりでございますが、このような状況の中で、今後の財政運営を

考えた場合、基本的には歳入面は今後も年々厳しさを増してくること。２つ目に

は、経常経費の増加に伴いまして、歳出面では増加傾向が続くこと等、財政の硬

直化が進む要因が潜在化していることを念頭に置いて財政運営に取り組んでい

くことが必要であり、そのためには、予算の編成段階から歳出面全般について従

来の感覚や前例にとらわれず、今一度抜本的に個々の支出について必要性の検討

を徹底したうえで取り組みすることが必要であると考えます。 
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次に、今回の審査を通じて気づいた事項について申し上げます。滞納整理のあ

り方についてでございます。平成１９年度末における収入未済額は、町税・国民

健康保険税・下水道使用料・介護保険料の合計で１億７,４３７万２,０００円と

なっておりまして、前年度と比較いたしますと２,０８９万円増加した結果とな

っております。 

項目別の内訳を見ますと、個人町民税および国民健康保険税が特に大幅に増加

しておりまして、２項目の増加額は１,８６９万５,０００円となりまして、全体

の増加額の大半を占めておりますが、中でも国民健康保険税につきましては３年

連続で大幅に増加いたしております。 

この問題につきましては、前年度も同じ内容のことを総括意見の中で申し上げ

たところであり、担当課におきましてもそれなりの施策を実施されておられます

が、収入未済についての点検を実施していた中で感じましたことは、介護保険料

の収入未済額が、制度が開始されて日が浅いにもかかわらず、それなりの滞納金

額になっていることであります。平成１９年度末におけます介護保険料の収入未

済額は３６１万８,０００円となっていますが、人数では１５６名と多数の滞納

者が発生している状況であります。しかも、この中で特に問題でありますのは、

滞納者の中の１６名が既に死亡していることであります。このことは、竜王町と

して介護保険料の請求をする先が存在しないことになり、大きな問題であると考

えます。このことにつきまして、町税・国民健康保険税等すべての滞納者に作成

されています「滞納者整理個表」を、介護保険料についても点検いたしましたが、

滞納者について交渉記録の記入がほとんどなく整理が極めて不十分である。２つ

目に、交渉により滞納が解消された個表が未整理の中に混在している等、作成さ

れているものの、ほとんど活用された形跡がない状態であり、このことは滞納者

に対する督促・交渉等が行われていないと判断せざるを得ない状態であります。

これが、死亡している滞納者の処理が放置されている原因につながっていると判

断することもできます。 

また、実際には督促・交渉等が行われていたとしましても、記録がないため、

今後の滞納整理を行うための実効ある対策を立案する場合の判断を阻害する要

因にもなりかねないものと判断をいたします。 

以上のことを踏まえたうえで、死亡している滞納者に対する処理につきまして

は、担当課において早急に具体的な処理方法を検討し、実施されること。２つ目

に、滞納整理のあり方につきましても、今一度原点に立ち、確実な施策を実施さ
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れること。このことを徹底されることが必要であると判断をいたします。 

以上、今回の審査を通じて気づいた点について申し述べましたが、最近の国内

の景気動向は、原油高騰によります企業や家庭へのコスト上昇、消費低迷により

ます企業の売上不振、企業の業績低下によります収益減少等が重なり、長く続き

ました上昇局面から、減速局面を越えて後退局面に入ったと言われておりまして、

今後の見通しは厳しいものが予想されております。このことは、当町をはじめと

します地方自治体の財政面を考えますと、次年度以降の税収減少という、極めて

厳しい影響が懸念される状況になっております。 

このような状況の中で、当町が当町独自の特徴のある施策を実施していきなが

ら、一方では歳入・歳出面のみならず内容的にもバランスのとれた財政運営を目

指して努力され、最終的には住民の福祉向上に寄与するよう努力されることを期

待いたしまして、総括意見といたします。 

以上、平成１９年度の決算審査の結果について概要を申し上げましたが、詳細

につきましては、先ほども申し上げましたように、町長宛ての意見書の写しが皆

様のお手元にございますと思いますので、それをご覧になっていただきますと幸

いかと思います。よろしくお願いします。 

続きまして、平成１９年度竜王町水道事業会計決算審査の結果について申し上

げます。これにつきましては、去る８月７日付けをもちまして、町長宛てに『平

成１９年度竜王町水道事業会計決算審査意見書の提出について』ということで提

出させていただいているところでございます。写しがお手元にあると思いますの

で、これに基づきまして報告をさせていただきます。 

まず、審査の対象でございますが、平成１９年度竜王町水道事業会計決算関係

書類および業務状況ならびに証憑類、関係諸帳簿、出納取扱金でございます。 

審査の期日は、平成２０年６月５日に実施をいたしました。 

審査の内容および結果についてでございますが、決算書類の審査にあたりまし

ては、運営面におきまして予算に沿った執行となっているか、また、地方公営企

業法の規定に則り企業の財政状態および経営成績を適正に表示しているか、経済

性を基本とした運営がなされてきたか等について主眼をあてて審査を行いまし

た。 

計数については、各々正確であるかを詳細に精査いたしました。また、関係諸

帳簿、証憑類は、定められた規定により適正に処理されているか検査を行い、さ

らに、取扱金の出納状況や滞納整理状況についても、関係者の説明を聴取しなが
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ら慎重に実施したところでございます。 

まず初めに経営の状況でございますが、平成１９年度の経営状況は、まず、経

営の基本となります給水戸数は７２戸増加いたしまして３,６３９戸となりまし

た。また、給水人口につきましては前年度末と変わりなく、１万２,６９５人と

なっております。給水戸数の増加の主な要因は、特定企業の社員寮への入居者増

加によるものであります。 

配水量につきましては、年間で１７８万４,９１３㎥となりまして、前年度と比

較いたしまして水量で１０万７,１２９㎥、率にいたしまして６.４％、それぞれ

増加いたしております。 

また、有収水量につきましては、年間で１５２万４,５８３㎥となりまして、前

年度比較の水量で４万５,３５２㎥、率にいたしまして３.１％、それぞれ増加し

た結果となっております。このように有収水量が増加したことにより、水道事業

の売上高と言うべき「給水収益」が増加した結果となっております。 

有収水量が増加したことにつきましては、大口需要先であります町内の企業に

よります使用量の増加が複数の企業において見られることから、これが全体の使

用量が増加した要因であると考えられます。この結果、給水収益を含む営業収益

は２億７,８４７万８,１７０円となりまして、前年度と比較いたしまして７１５

万１３８円増加した結果となっております。 

また、営業外収益につきましては、全体で２,６００万４,９１８円となりまし

た。これは、前年度と比較いたしまして１６２万６,６１３円増加した結果とな

っておりますが、町からの補助金収入が増加したことが主な要因となっておりま

す。 

この結果、水道事業収益全体では３億４４８万３,０８８円となりまして、前年

度と比較いたしまして８７７万６,７５１円増加した結果となりました。 

次に支出面でございますが、営業費用におきまして、まず総係費が、委託料お

よび人件費が減少したこともありまして、前年度比較で減少いたしましたものの、

２番目に、配水量の増加に伴いまして県よりの受水費が増加したこと、３番目に、

漏水修理によります修繕費および路面復旧費等が増加したこと、４番目に、固定

資産の除却発生に伴いまして資産減耗費が増加したこと等の理由によりまして、

営業費用全体では前年度比較で３００万３,９８９円増加しております。 

また、営業外費用につきましては、企業債利息が減少したものの、不納欠損処

理額が増加しましたことから、前年度比較では増加いたしております。 
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以上によりまして、水道事業費全体では２億８,３８６万３３８円となりました

が、これは前年度に比較いたしまして３１５万５,９４１円増加しております。 

この結果、経常利益におきまして２,０６２万２,７５０円の利益となりました

が、これは前年度に比較いたしまして５６２万８１０円の増加となっております。 

次に予算の執行状況についてでございますが、収益的収支のうち支出面におき

まして多くの不用額が発生しておりますが、諸経費の節減努力によるものと併せ

まして、一部の項目において見込み額より少なかったことが主な理由でありまし

て、事業の性格から見てやむを得ないものと判断いたしますが、今後は不用見込

み額の一層の減額補正に努めるとともに、予算の作成段階から収益的収支・資本

的収支とも項目ごとに十分に検討を行ったうえで予算計上されることが必要で

あると判断いたします。 

３番目に、企業債について申し上げます。平成１９年度におけます企業債の発

行・償還ならびに残高につきましては、表のとおりでございます。当年度の発行

額は２,８６０万円でありますが、内訳は、県水配水池補塩施設設置工事に伴う

ものでございます。なお、当年度の償還は計画のとおり順調に償還されているも

のと認めます。 

４番目に、一般会計からの補助金についてでございますが、平成１９年度中に

おけます一般会計からの補助金は１,８８０万円でありまして、前年度と比較い

たしまして１８０万円の増加となっております。 

次に、有収水量の推移についてでございますが、平成１９年度の有収水量は１

５２万４,５８３㎥となっておりまして、前年度に比較いたしまて４万５,３５２

㎥の増加、率にいたしまして３.１％の増加となっております。また、有収率は

８５.４１％となりましたが、これは、前年度と比較して２.７６ポイントと大き

く低下した結果となっております。 

有収率につきましては、近年順調に上昇しておりましたが、前年度に引き続い

て平成１９年度も低下いたしておりまして、２年間で４.３４ポイントの有収率

が低下したことになります。有収水量・有収率とも企業としての収益性を高める

ための重要な項目であり、担当課においても有収率が低下した原因につきまして

はそれなりに把握されていますが、低下の原因を十分に分析し、実効ある対策を

講じなければならない時期が到来しているものと判断いたします。 

６番目に未収金についてでございますが、平成２０年１月末現在の使用料未収

金につきましては２,１３１万２,６２７円となっておりまして、前年同期に比較
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いたしまして１３８万５,６９２円減少しております。この未収金残高につきま

しは、年々増加傾向にあり、増加額自体も近年は増加してきており、未収金問題

が水道事業会計におけます重要な課題になってきておりましたが、平成１９年度

につきましては、前述のとおり前年度比較で減少した結果となりました。 

減少した金額の内訳につきましては、不納欠損処分によります減少分が１１６

万８,９４６円となっておまして、これを除きました金額２１万６,７４６円が、

担当課を中心に回収に努めた結果の正味の減少金額であると言えます。 

このように、過去増加一方であった未収金が、少額とは言え実質的に減少した

ことは、担当課を中心に減少に努力された結果であると考えます。しかしながら、

一面ではまだ高額の未収金が存在しており、今後についても実効ある対策を継続

的に実施されることにより、未収金の減少とともに収益性の向上にも一層努力さ

れることを期待いたします。 

次に不納欠損処理についてでございますが、平成１９年度の不納欠損処分は、

件数で１２件、金額で１１６万８,９４６円の処理がなされております。処理の

内容につきましては、いずれも規定に則って処理されておりまして、適切である

と認めます。 

最後に、総評を申し上げます。平成１９年度水道事業会計決算状況の審査を実

施いたしました。審査にあたりまして、関係諸帳簿との照合、計数の確認を慎重

に行いましたが、その結果、特に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、

諸経費については、節減のため努力されていることは感じることができました。 

当年度の決算状況は、別表の『比較損益計算書』のとおり増収増益の結果とな

りましたが、この要因は、水道事業の商品であります「水」の売上が増加したこ

とによるものであり、これが最終利益の増加にも結びついたものであると言えま

す。 

しかしながら、利益が増加したにもかかわらず、一方で町からの補助金収入が

増加している状況が、当年度を含め過去２年間続いています。この補助金の金額

算出方法については、それなりの根拠とルールに基づいて実施されていますが、

今後の町全体の財政状況を考えた場合、再検討する必要があるのではないかと考

えます。 

以下に、今回の決算審査を通じて感じた点について意見として申し述べます。 

有収率の低下についてでございます。平成１９年度の有収率につきましては、

前述いたしましたとおり８５.４１％となりまして、前年度と比較いたしまして
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２.７６ポイント減少した結果となっております。この問題につきましては昨年

も同じ内容を意見として問題提起をしましたが、昨年度に続き当年度も減少して

おりまして、過去２年間における有収率は４.３４ポイントと、大きく低下いた

しております。 

当年度の場合、配水量では前年度比較で１０万７,１２９㎥増加いたしておりま

すが、有収水量におきましては４万５,３５２㎥の増加にとどまっております。

この差額６万１,７７７㎥が不明水として消えたことになります。これに当年度

の供給単価を乗じて販売価格に換算しますと１,１１９万２,７５６円となりま

して、大きな金額が消えた計算となります。 

この不明水につきまして担当課が把握されている内容は、まず１番目に、配水

池タンクの水入替えに伴う内部洗浄を行ったこと、２番目に、配水管布設替工事

に伴い、本管および仮設管の内部洗浄を行ったこと等の理由によりまして、約１

万２,６００㎥の水が業務上使用されたとのことでありますが、残りの水量につ

きましては、特定の地域における漏水によるものであるとのことであります。 

業務に伴い使用した水量についてはやむを得ないものと考えますが、漏水によ

る不明水の発生は、水道事業会計の収益に直結するものでございます。下水道工

事の普及に伴い水道管の布設替工事が進んだこともありまして、近年の有収率は

順調に上昇してきましたが、過去２年間につきましては大きく低下し、その理由

が漏水によるものであることが上記により推測することができます。 

この漏水の状態をこのまま放置しておいたならば、平成２０年度の有収率はよ

り以上に低下するであろうと予想することができます。したがいまして、当該地

域における根本的な漏水対策を早急に講じなければならない時期が到来してい

るものではないかと考えます。このことが水道事業会計を長期的観点で考えた場

合、収益性を高めるうえで非常に重要であると判断いたしますので、前向きに検

討いただきますことを期待いたしまして問題提起とさせていただきます。 

以上、今回の決算審査を通じて感じた点を申し上げ、総評といたします。以上

でございます。 

○議長（寺島健一） 引き続き、提案理由の説明をお願いいたします。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 続きまして、報第４号および報第５号につきまして、ご報告い

たします。 

報第４号、平成１９年度竜王町健全化判断比率および報第５号、平成１９年度

竜王町資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 - 38 - 



第３条第１項および第２２条第１項の規定により、ご報告申し上げるものでござ

います。 

まず、平成１９年度竜王町健全化判断比率につきましては、それぞれ決算数値

に基づき算出いたしました結果、実質赤字比率および連結実質赤字比率につきま

しては、それぞれ赤字額は発生せず、該当なしとなりました。 

実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が２５％に対し１５.８％、

将来負担比率につきましては、早期健全化基準が３５０％に対しまして１５９.

３％となるものでございます。 

次に、平成１９年度竜王町資金不足比率につきましては、決算数値に基づき算

出いたしました結果、水道事業・下水道事業ともに資金不足が発生せず、資金不

足比率については、該当なしとなるものでございます。 

以上をもちまして、議第４８号から議第６５号までの１８議案および報第４

号・報第５号の２報告すべてにつきまして、順を追って提案理由を申し上げまし

たので、よろしくご審議を賜りご承認をいただきますようお願い申し上げ、提案

理由といたします。 

○議長（寺島健一） 続きまして、審査報告をお願いいたします。小林代表監査委員。 

○代表監査委員（小林德男） それでは、今年度から新しく実施されました健全化判

断比率ならびに資金不足比率の審査の結果について申し上げます。これにつきま

しては、去る８月２６日付けで町長宛てに、『平成１９年度竜王町健全化判断比

率及び資金不足比率の審査意見書の提出について』ということで提出させていた

だいているところでございます。その写しがお手元にあると思いますので、これ

に基づいて報告させていただきます。 

まず、審査の対象でございますが、平成１９年度竜王町一般会計等の健全化判

断比率算出にかかる関係書類および平成１９年度竜王町公営企業会計の資金不

足比率算出にかかる関係書類について、審査を実施いたしました。 

審査の期日でございますが、７月２９日および８月４日、２日間にわたって実

施させていただいたところでございます。 

審査の方法でございますが、町長より審査に付されました平成１９年度竜王町

一般会計等の健全化判断比率算出書類ならびに基礎資料および平成１９年度竜

王町公営企業会計の資金不足比率算出書類ならびに基礎資料につきまして、関係

職員の説明を聴取しながら、算出が法令に基づいて処理されているか、計数は正

確であるかについて主眼を当てて審査を実施いたしました。 
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次に、各比率の結果について申し上げます。これにつきましては、実質赤字比

率・連結実質赤字比率および資金不足比率、この３つにつきましては、赤字およ

び資金不足が発生している場合のみ、この比率が正数表示されるというルールに

なっております。したがって、皆さんのお手元に届いております比率は、実質赤

字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率、これらにつきましては黒字でござい

ますから、該当なしということで、横棒になっていると思います。私が報告しま

すのは、該当なしでも極めて赤字に近い黒字であるのか、あるいは資金不足に近

い状態であるのか。その辺が、実数を表示しないことにはわからないと思いまし

たので、あえてマイナスの数字表示をしておりますが、実数を入れて報告させて

いただいているところでございます。 

では、申し上げます。最初に、実質赤字比率でございますが、平成１９年度竜

王町の早期健全化基準は１５.０％でございます。それに対しまして実績は－９.

４％ということで、実質収支額が黒字になっております。 

２番目に、連結実質赤字比率は、平成１９年度竜王町の早期健全化基準が２０.

０％ということになっております。それに対しまして、平成１９年度竜王町の実

績は－１６.７％ということになりました。これにつきましては、実質収支額＋

資金不足額＋剰余金が黒字でございまして、このような状況になっております。 

３番目に実質公債費比率でございますが、平成１９年度竜王町の早期健全化基

準は２５.０％でございますが、これに対しまして実績は１５.８％、これは３ヵ

年平均の数値を公表されておりますが、この数値でございます。こういうことに

なっております。したがいまして、当年度の比率では問題はないものの、１９年

度単年で見ました場合、２１.８％となっておりまして、次年度以降数値の上昇

が予想されるというように思います。 

４番目に将来負担比率でございますが、平成１９年度竜王町の早期健全化基準

は３５０.０％ということでございまして、実績は１５９.３％となっておりまし

て、早期健全化基準の範囲内でございます。 

最後に資金不足比率でございます。これは、平成１９年度竜王町の早期健全化

基準につきましては２０.０％と、こういう形になっております。それに対しま

して同じく平成１９年度水道事業会計資金不足比率は、実数表示いたしますと－

４５.５％、同じく平成１９年度下水道事業特別会計資金不足比率につきまして

は－５４.４％ということになりまして、水道事業会計・下水道事業特別会計と

も黒字でございまして、資金不足は発生してございませんという結果になってお
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ります。 

最後に、審査の結果と意見について申し上げます。すべての比率につきまして、

まず１点目、定められた計算式に則りまして正しく計算が行われたか。２番目に、

計算を行うための元となります数字は正しい数値が記入されているかについて

詳細に精査いたしました。その結果、いずれの比率についても正しい計算式によ

り正しい数値が使用されており、算出された比率は正しいものであることを認め

ました。 

なお、今回の審査を実施して感じた点につきまして、下記のとおり意見として

申し上げます。まず第１点目に、実質公債費比率が前述しましたとおり今後上昇

することが予想されておりますことから、一層の効率的な財政運営を徹底される

ことが必要であると判断いたします。 

２点目に、公営企業会計の資金不足比率を算出する計算式が、流動資産から流

動負債を差し引いて資金不足額を算出する計算式となっておりますが、この流動

資産の中に含まれる未収金を、規定ではすべての金額を計算式に加えることにな

っているとの担当課の説明でありますが、未収金の中には過去何年もの間、未収

となっているものが含まれており、このような未収金までが資産として計上され

ることに大きな疑問を感じます。未収金の内容を十分に点検し、将来収納できる

可能性が低いものについては、これを除外したうえで未収金として資産に計上す

ることが、健全化法の趣旨を考えたときに必要であると考えます。 

このことにつきましては、前述しましたとおり当町の資金不足比率についても、

定められた規定に則りまして正しく計算されて算出されていますので、このこと

を否定するものではありませんが、今後の財政運営面での参考のために問題提起

とさせていただきます。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

○議長（寺島健一） 以上で提案理由の説明が終わりました。この際、日程第２１、

報第４号および日程第２２、報第５号の２報告について、質疑がありましたらこ

れを認めることにいたします。質疑ありませんか。１１番、若井議員。 

○１１番（若井敏子） それでは、質疑がこの時間にあるというふうなことは、事前

の全協でも何も説明がなかったものですから、準備をしているわけではないので、

町長にお伺いしたいと思います。 

監査委員さんはほかの決算審査の中でもあげておられますし、またこの財政健

全化判断比率および竜王町公営企業会計資金不足比率等の審査についても述べ
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ておられますので、この監査委員さんのご指摘を町長自身はどのように受け止め

ておられるのかということについて、お伺いしたいと思います。 

今ありました資料でいきますと２ページにありますけれども、ほかの部分でも

おっしゃっていらっしゃいますが、効率的な財政運営を徹底されることが必要だ

というふうに書かれておられます。先の方では、私は非常に監査委員さんは丁寧

に見ておられるし、最後の総括的意見、一般会計の総括的意見についても非常に、

本当に町民の皆さんの福祉を充実させるためにどうしたらいいのかというとこ

ろでの総評をされていることも非常に評価しているところで、本当に一緒に考え

ていかなければいけなところだなと、議会としても考えないといけないところだ

なというふうに思っているところですが、２ページで言いますと、実質公債費比

率が今後も上昇することが予想されるので、一層効率的な財政運営を徹底される

ことが必要であると書かれているわけですけれども、私はこの間、全協等で町長

が財政の問題に触れてお話をされるのは、恐らく監査委員さんのそういう意見を

今まで聞いておられる、この間聞かれたことからお話をされるのかなというふう

に予想しているところですけれども、この効率的な財政運営を徹底させるという

ことは、具体的に言えばどういうことだというふうに受け止めておられるのかに

ついて、お伺いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。 

○議長（寺島健一） 竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま若井議員さんから財政の運用についてのご質問をいた

だきました。私はまだまだ数字的に詳しい内容までわからないのでございますけ

れども、実質公債費比率につきまして一度申し上げたことがございます。 

２５％が基準ということで書かれているわけでありますけれども、その前の段

階で１８という数字がございまして、この数字をオーバーするような内容になり

ますと、起債発行に対して許可を求めなければならないということが起こってく

る、こういう報告を受けたわけであります。私も勉強しますとそういう内容でご

ざいまして、今、単年度でいきますと、もう既に監査委員さんからも報告ござい

ましたように、２１.８という数字になるということでございますので、こうい

った面もあわせると、今後やはりしっかりとした財政運営をしていかないといけ

ないのではないかなという具合に思っているわけでございます。当初から私は、

やはりこれからの地方自治、財政をしっかりと仕立てていく、このことが地方自

治体の存続の一番の条件ではないかということ、これはもう選挙中から訴えてき

たことでございますので、議員さん指摘のとおり、どういった中身でというとこ
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ろまで詳しく答えられませんけれども、これから皆さんからご指導いただいたり、

あるいは監査委員さんからの監査の内容を一つの指標といたしまして、しっかり

と中身を点検しながら、改善すべきはやはり思い切って改善していく、しかし、

片方では必要な経費もあるわけでございますので、そのあたりがこれから私に課

せられた課題ではないかなという具合に思っております。 

いずれにいたしましても、財政の面、議員の皆様方から細かいこと、お気づき

になられたこと、いろいろとご指摘なりご指導いただきまして、町政の運営に資

してほしいという具合に思っておるところでございます。簡単でございますけど、

お答えになったかどうかわかりませんけれども、私の財政に対する取り組みとい

うことで回答させていただきました。 

○議長（寺島健一） １１番、若井敏子議員。 

○１１番（若井敏子） 要は、何かいろいろ言われたけれども、「よくわからないの

です」という話ですね、今の答えは。効率的な財政運営を徹底されるということ

はどういうことだとお思いになるのですかという質問をしたのです。何やかや言

われたけれども、「具体的にはよくわからない」というのが回答なんですね。も

う１回確認しておきますね。 

どうなんでしょうね。財政をしっかり立てていく。財政をしっかり立てていく

のが基本ではないと私は思うのです。考え方が違うと言われたら、また違うのか

もしれないのですけれども、だから、監査委員さんが先に言われたことを引用し

ているのですけれども、一般会計で言われたところを引用しているのですけれど

も、いかに住民の福祉を向上させるのかということが、最終的には住民の福祉向

上に寄与することを努力しろということを一般会計で言っておられるのですよ

ね。要は、地方自治とは何かと言ったら、住民の福祉をどれだけよくするかとい

うことが地方自治体の一番大きな仕事なわけですね。一番大きな仕事を進めてい

くうえで何が大事なのかということと、もちろんそれは財政と切り離せないので

すけれども、選挙中もそうだったのですけれども、町長の今日のお話の中でも、

財政が上に来るのですよ。財政を何とか立て直さなければならない。そうしたら

住民福祉はどうしてくれるのかというのが、今の時点で住民の皆さんの一番の心

配なんです。何人もお話を聞いていると、「財政、財政」とか、たとえば職員を

減らして職員の給料を減らせとか、議員も減らせ、議員の報酬も減らせというよ

うなことをこの間ずっと言っておられるけれども、何をされるのかという話が一

番住民の皆さんの心配なのです。私はそこを聞きたくて質問しているわけですけ
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れども、要は今は具体的にはわからないのだと、どういうことをしたらいいのか

わからないというふうにご答弁いただいていると、そういうふうに理解してよろ

しいですか。お願いします。 

○議長（寺島健一） 竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま、また若井議員さんから再質問をしていただきました。

私は、福祉をないがしろにするとか、そういうことを申し上げているのではござ

いません。今、議員さんがご指摘なさったのは、私が選挙に取り組むまでの広報

なり、あるいは私の出しておりました機関紙、そういった中でのことをお話しな

さっているのだと思いますけど、やはり財政の運営につきましては、厳しい中で

ございますので、優先順位というのでしょうか、あるいは人の生活を、あるいは

人を守るということを私は申し上げておりますので、そういったことをやはり優

先的にもっていくのか。これは私のこれからの財政を運営するその中での課題と

いう具合にも考えております。したがいまして、今の段階では何が一番で何が二

番かという答えも非常に難しいところでございますけれども、財政的に厳しいと

ころに追いやられた中での運営となりますと、人の生活が一番ということかもし

れませんですけれども、これは私のこれからの自分自身の勉強でもありますし、

議員さんからいろいろとご指摘、ご指導いただく中で進めていきたいということ

でございます。以上、回答とさせていただきます。 

○議長（寺島健一） ほかに質疑はありませんか。１番、岡山議員。 

○１番（岡山富男） 私は、報第５号の竜王町資金不足比率についてということで、

竜王町では、今も監査委員さんのお言葉から、まず大丈夫ということはあったの

ですが、確か、日にちはわからないのですが、京都新聞で京都府と滋賀県の関係

で、ここの問題点等で出ていたと思います。これを建設水道課の田中課長が見て

おられたと思うのですけれども、その時に近隣の市町、竜王町は載っていなかっ

たのですけれども、どこら辺が上下水で黄色信号、ここ５年間で黄色信号が出る

よというのが出ていたと思いますが、そこら辺の状況がもしわかれば教えていた

だきたいなと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（寺島健一） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） ただいま岡山議員さんから、新聞に載ったという話の

中で、竜王町はなかったのですが、今後、竜王町におきまして黄色信号はいつご

ろかという話がございました。 

県の方でもまとめがありますので、県の状況を報告も待ちながら判断をしよう
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と思っております。回答になったかどうかわかりませんが、状況待ちということ

でお願いいたします。 

申し訳ございません。岡山議員さんからの件で、私自身、今、新聞の情報は得

ておりません。以上です。 

○議長（寺島健一） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（寺島健一） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第２１ 報

第４号および日程第２２ 報第５号の２報告について、報告を終結いたします。 

本日の議事日程は、全部終了いたしました。これをもって本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

散会 午後３時０２分 
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